
建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路図の
写しの交付は電子申請サービスでも申請できます。

位置指定道路図の公文書開示請求を電子申請される方へ

電子申請ｻｰﾋﾞｽ

【開示の方法・写し等の交付の方法の選択】

 「開示の方法」
   →「公文書をＰＤＦファイルにしたものを電子申請
     サービスの添付ファイルで交付」を選択
 「写し等の交付の方法」
   →「公文書をＰＤＦファイルにしたものを電子申請
     サービスの添付ファイルで受け取る」を選択

 　※ 公文書の開示時期は支払が確認できた日から１～２日でアップロー

　　  ドとなります。

【手続き名を確認してください】

（電子収納）公文書開示請求書
 【公営企業局並び に公安委員会及び警察本部を除く県の機関】

            

クレジット決済のみ対応しています

　　　※ 領収書は発行されません。

　　　　※ 納付書や現金払いをご希望の方は建築指導課の窓口にて

       　　 開示請求してください。

建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路の指定道路図

告示年月日：昭和00年00月00日 告示番号：第00号
指定年月日：昭和00年00月00日 指定番号：第00-0号

【開示請求に係る公文書の件名等の書き方】

 
　◀◀　左記のとおり

　　　※ 道路が特定できていない場合は対応できません。

　 　　　   建築指導課又は幡多土木事務所の窓口にて事前に

　　　　    指定道路の特定をお願いします。

【留意事項】

　・電子申請の場合、［決済方法：クレジット決済のみ］かつ

　　［受取方法：PDFデータでの受取のみ］となります。

　・来庁又は郵送での受取を希望される方は、建築指導課の窓口にて

　　開示請求してください。

　・指定道路であるかどうか、事前に窓口で確認してください。

　・指定番号/指定年月日、告示番号/告示年月日を特定したうえで

    お申し込みください。

　

＜＜開示請求の流れ＞＞

◇電子申請サービスから申込み 

　　↓

◇開示決定通知+支払依頼メール（申込みから2～3日後）

　　↓

◇支払【クレジット決済のみ対応】

　　↓

◇指定道路図（PDF）のアップロード（支払確認後１～２日後）

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYUvmRFT8Hqxd7dRrdLP0zYtUINsUzZVMv/KNruR1iszK8IP7QXN3f4Qj1uo8ABnGY0%0D%0A5xkLOJJmSyJT7j9YfaJ1ycQ63GwQhE7qd4jW0v4G4n%2Bsblm%2BMTxPMb7ITqLhMN4=%0D%0A

